
№ 付　　議　　事　　項

１ 報告第 ８ 号 ＜補 正 額＞ 　　　　　　　１６３，９８８千円

＜補正後の総額＞ 　　　１４３，００４，５４０千円

＜ 専 決 日 ＞ 　　　　　　　令和６年１０月１日

２ 議案第 ８５ 号 ＜ 契 約 金 額 ＞ 　　　３５，４９９，９９９円

＜ 契 約 先 ＞ 高槻市農業協同組合

＜ 契 約 概 要 ＞ 令和６年産精米（地元産）　１０，０００袋（総量１００ｔ）

＜ 納 期 ＞ 令和７年２月２２日まで

３ 議案第 ８６ 号

（３ページ参照）

４ 議案第 ８７ 号

５ 議案第 ８８ 号 ＜指定する施設＞ 高槻市立富田老人福祉センター

高槻市立郡家老人福祉センター

高槻市立春日老人福祉センター

高槻市立山手老人福祉センター

高槻市立芝生老人福祉センター

＜指定する団体＞ 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会

＜指 定 期 間＞ 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

６ 議案第 ８９ 号 ＜指定する施設＞ 高槻市立療育園

高槻市立うの花療育園

＜指定する団体＞ 高槻市社会福祉協議会グループ

＜ 構 成 員 ＞ 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会

社会福祉法人聖ヨハネ学園

＜指 定 期 間＞ 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年１２月市議会定例会付議事項の主要内容
議案番号 主　　要　　内　　容

令和６年度高槻市一般会計補正予算（第
３号）の専決処分報告について

令和６年産精米（地元産）購入契約締結
について

高槻市道路占用料徴収条例等中一部改正
について

＜令和６年１２月市議会提出予定条例議案概要のとおり＞

高槻市国民健康保険条例中一部改正につ
いて

高槻市立老人福祉センターの指定管理者
の指定について

高槻市立療育センターの指定管理者の指
定について
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№ 付　　議　　事　　項議案番号 主　　要　　内　　容

７ 議案第 ９０ 号 ＜ 補 正 額 ＞ 　　　　　１２１，２５４千円

＜補正後の総額＞ 　１４３，１２５，７９４千円

＜債務負担行為補正＞ 別表債務負担行為補正のとおり

＜地方債補正＞ 　　　　△１４８，４００千円

（４、５ページ参照）

令和６年度高槻市一般会計補正予算（第
４号）
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令和６年１２月市議会提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

８６ 高槻市道路占用料徴収条例等中

一部改正について 

  

１ 受益者に適正な負担を求める観点から、次に掲げる関係３条例において規定する占用

料の単価について、近傍類似の土地における最新の固定資産税評価額を用いて額の見直

しを行う。 

 (1) 高槻市道路占用料徴収条例（第１条関係） 

 (2) 高槻市都市公園条例（第２条関係） 

 (3) 高槻市準用河川占用料徴収条例（第３条関係） 

２ １による占用料単価の見直しに伴い、占用料単価の引上げ幅については、前年度の占

用料単価の１２０％を上限とする経過措置を設ける。（附則第２条関係） 

  

 令和７年４月１日から施行

し、同日以後の占用に係る占

用料について適用する。 

  

８７ 高槻市国民健康保険条例中一部

改正について 

  

１ 「国民健康保険及び後期高齢者医療制度における急患等の被保険者に係る一部負担金

及び保険料（税）の徴収猶予の取扱いについて（令和６年７月４日付け保国発０７０４

第１号・保高発０７０４第１号厚生労働省保険局国民健康保険課長及び高齢者医療課長

通知）」を踏まえ、急患等で保険医療機関等を受診した被保険者に係る資力の活用の可

否が不明な場合には、当該被保険者に係る保険料の徴収を猶予することができる期間を

最長１年（現行：６か月）とする。（第２５条関係） 

２ その他所要の規定整備を行う。 

  

 公布の日から施行し、１

は、令和６年１２月以後の期

間に係る保険料について適用

する。 
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種　別 事業名等 補正額(千円) 種　別 事業名等 補正額(千円)

人件費 △ 458,709

公債費 △ 101,409

基金積立 638,967

国庫支出金 15,894

財産収入 638,967

（仮称）地域共生ステー
ション整備

△ 31,300 諸収入 43,793

繰入金 △ 429,000

市債 △ 148,400

子 ど も
未 来 部

児童発達支援 31,790

都市創造部
ＪＲ高槻駅周辺都市基盤整
備（債務負担行為）

(53,000)

消防一般管理 4,000

休業、休職者等による減など

新規借入額の確定による減など

消 防 本 部
消防緊急情報システム管理 6,671

ＪＲ高槻駅中央口北側のエスカレー
ター設置に向けた調査・設計
令和６年度から令和７年度

(31,300)

一 般 会 計
歳 入

健康福祉部
グラウンド・ゴルフ場整備
（債務負担行為）

消防救急デジタル無線設備製造請負契
約に係る損害賠償請求事件の和解に伴
う国庫補助金の償還

障害者総合支援事業費補助金

社会福祉事業団出資金等返還金収入

財政調整基金

和解金収入

令和６年度１２月補正予算主要内容

主　　要　　内　　容 主　　要　　内　　容

土地開発公社の公共用地先行取得に組
み替え

一　般　会　計　歳　出

土地開発公社への公共用地先行取得依
頼の追加

総合戦略部
公共用地先行取得
（債務負担行為）

＜期　間＞    令和６年度から高槻市
　　　　　　　が用地買収を完了する
　　　　　　　まで

福祉施設建設等基金

小学校の児童一人一台端末の更新
令和６年度から令和７年度

訴訟に係る弁護士報酬

学校等教育施設整備事業債

そ の 他

ＧＩＧＡスクール管理運営
（債務負担行為）

(1,121,465)

令和６年度から令和７年度

＜限度額＞　  補正後　1,383,668
　　　　　　  補正前　1,352,368

認定事務の簡素化等に係るシステム改
修費

グラウンド・ゴルフ場整備予定地の既
存建物等の解体工事(640,000)

令和６年度から令和８年度

中学校教師用教科書・指導書・デジタ
ル教科書の購入中学校運営管理

（債務負担行為）
(83,543)

教育委員会
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別表　債務負担行為補正

一般会計

補　正　前 補　正　後 補　正　前 補　正　後

令和６年度から高槻市が
用地買収を完了するまで

令和６年度から高槻市が
用地買収を完了するまで

1,352,368千円 1,383,668千円

－
令和　６年度から
令和　８年度まで

－ 640,000千円

－
令和　６年度から
令和　７年度まで

－ 53,000千円

－
令和　６年度から
令和　７年度まで

－ 1,121,465千円

－
令和　６年度から
令和　７年度まで

－ 83,543千円

小学校児童用端末更新業務

中学校教師用教科書・指導書・デジタ
ル教科書購入業務

公共用地先行取得事業

グラウンド・ゴルフ場整備予定地既存
建物等解体工事

期　　　　　間 限　　度　　額
事　　　　　項

ＪＲ高槻駅北側エスカレーター設計業
務
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